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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：令和元年１１月６日（令和元年（行情）諮問第３２５号） 

答申日：令和２年１０月２日（令和２年度（行情）答申第２８８号） 

事件名：特定の開示請求に対する開示対象文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「請求受付番号：２０１１．３．１１－本本Ｂ１２１３の開示対象文書

の全て。＊電磁的記録が存在する場合，その履歴情報も含む。」（以下

「本件請求文書」という。）の開示請求に対し，別紙１に掲げる４５文書

（以下「本件対象文書」という。）を特定し，その一部を不開示とした決

定は，妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２８年３月１８日付け防官文第４

９１２号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行

った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを求

める。 

 ２ 異議申立ての理由 

（１）異議申立書 

ア 他にも文書が存在するものと思われる。 

国の解釈によると，「行政文書」とは，「開示請求時点において，

当該行政機関が保有しているもの」（別件の損害賠償請求事件にお

ける国の主張）である。 

そこで本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイル形式以外の

電磁的記録形式が存在すれば，それについても特定を求めるもので

ある。 

イ 履歴情報の特定を求める。 

本件開示決定通知からは不明であるので，履歴情報が特定されてい

なければ，改めてその特定を求めるものである。 

ウ 特定されたＰＤＦファイルが本件対象文書の全ての内容を複写して

いるか確認を求める。 

平成２２年度（行情）答申第５３８号で明らかになったように，電

子ファイルを紙に出力する際に，当該ファイル形式では保存されて

いる情報が印刷されない場合が起こり得る。 
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これと同様に当該ファイル形式を他のファイル形式に変換する場合

にも，変換先のファイル形式に情報が移行しない場合が設定等によ

り技術的に起こり得るのである。 

本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複写の交付が行われ

ている場合，本件対象文書の内容が，交付された複写には欠落して

いる可能性がある。そのため，特定されたＰＤＦファイルが本件対

象文書の全ての内容を複写しているか確認を求めるものである。 

エ 「本件対象文書の内容と関わりのない情報」（平成２４年４月４日

付け防官文第４６３９号）についても特定を求める。 

平成２４年４月４日付け防官文第４６３９号で示すような「本件対

象文書の内容と関わりのない情報」との処分庁の勝手な判断は，法

に反するので，本件対象文書に当該情報が存在するなら，改めてそ

の特定と開示・不開示の判断を改めて求めるものである。 

オ 一部に対する不開示決定の取消し。 

記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべ

きである。 

（２）意見書 

ア 対象文書の電磁的記録形式の特定とその教示が行われなければなら

ない。 

国の統一指針である「情報公開事務処理の手引き」（平成１８年３

月 総務省行政管理局情報公開推進室）は，電磁的記録の開示実施

に当たっては以下のとおり定めている。 

文書又は図画について，スキャナで読み取ってできた電磁的記録を

交付する方法と既に保有している電磁的記録をそのまま交付する方法

とがあることから，開示請求の手続の中で開示請求者にその旨教示し，

対象となる行政文書をあらかじめ請求者に特定していただいておくこ

とが必要である。（表紙から２２枚目） 

上記指針に従い，法の所管官庁である総務省も，Ｗｏｒｄ形式で保

有する文書を特定し，開示するとの決定を行っている（別添１。省

略）。また諮問庁も過去における開示決定（防官文第９８０号）（別

添２。省略）でＷｏｒｄファイルを特定・明示している。 

本件決定において諮問庁は，電磁的記録に関して特定及びその教示

を行っておらず，国の統一指針に反しているので，この点についてや

り直すべきである。 

   イ 本件対象文書には「本件対象文書の内容と関わりのない情報」が存

在する。 

     諮問庁の説明（別添３。省略）によれば，全ての複写の交付に当た

っては，開示請求者が電磁的記録の複写を請求しても，「文書の内
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容と関わりのない情報」の付随を避ける必要な措置として，一旦用

紙に印刷して，その印刷物をスキャナで取り込むという，開示請求

者が指定した開示実施方法と異なる方法で複写の交付が行われてい

る。 

     以上の理由から，「本件対象文書の内容と関わりのない情報」が存

在することは明らかで，これについても開示・不開示の判断が改め

て行われるべきである。 

   ウ 不開示処分の対象部分の特定を求める。 

     「一部」という表現では，具体的な箇所を知ることができない。こ

れでは情報公開・個人情報保護審査会の審議において意見を申し立

てるに当たって具体的な箇所の特定に支障が生じるものである。 

     またこのような表現では，交付された複写に本来不開示とされてい

ない箇所に誤って被膜が施されても異議申立人は確認することがで

きない。 

     さらに「情報公開事務処理の手引き」が，「部分開示（部分不開

示）の範囲（量）が明確になるように開示を実施する必要がある」

（２６枚目）と定めており，「部分開示（部分不開示）の範囲

（量）が明確」になっているかを確認する上でも不開示箇所の具体

的な特定が求められる。 

   エ 不開示処分の対象部分の特定がないため具体的に支障が起きている

例示 

     諮問庁が不開示箇所を具体的に特定していないため，支障が起きて

いる箇所について，その一部を例示する。 

     以下については不開示の措置が施されているのか，原本どおりなの

か不明である。 

     文書２１ ８２枚目及び１０３枚目（表紙から。以下同じ。） 

     文書２２ ６１枚目 

   オ 本件対象文書の内容が，交付された複写で欠落している可能性の例

示 

     交付された複写で欠落していると思われる個所の一部を例示する。 

     文書１１ ８９枚目 

     文書２２ １３枚目 

     文書３０ ２３枚目 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，これに該当

する行政文書として，本件対象文書並びに文書１の表紙及び目次を特定し

た。 
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本件開示請求については，法１１条に規定する開示決定等の期限の特例

を適用し，まず，平成２７年１０月１３日付け防官文第１６２６７号によ

り，文書１の表紙及び目次部分（以下「先行開示文書」という。）につい

て法９条１項の規定に基づく開示決定処分を行った後，平成２８年３月１

８日付け防官文第４９１２号により，本件対象文書について，法５条１号，

３号及び６号に該当する部分を不開示とする原処分を行った。 

本件異議申立ては，原処分に対して提起されたものである。 

２ 法５条該当性について 

原処分において不開示とした部分及び不開示とした理由は，別表のとお

りであり，本件対象文書のうち，法５条１号，３号及び６号に該当する部

分を不開示とした。 

なお，文書３７（３２枚目から３８枚目まで），文書４１（３８枚目か

ら４４枚目まで）及び文書４５（３３枚目から３９枚目まで）の不開示部

分については，自衛隊の部内選抜試験に関する情報であって，法５条６号

に該当し不開示としたが，当該情報を開示することにより，陸上自衛隊の

隊員の能力が推察され，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生

じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあることから，同条３号の

不開示事由を追加する。 

また，文書３９（１２５枚目）の不開示部分については，個人に関する

情報であって，同条１号に該当し不開示としたが，教訓センターの教訓収

集活動に関する情報であり，当該情報を開示することにより，陸上自衛隊

の教訓収集態勢が推察され，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障

を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあることから，同条３

号の不開示事由を追加する。 

３ 異議申立人の主張について 

（１）異議申立人は，「他にも文書が存在するものと思われる。」と主張し，

本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイル形式以外の電磁的記録

形式が存在すれば，それについても特定するよう求めるが，本件対象文

書の電磁的記録の形式はＰＤＦファイル形式であり，それ以外の形式は

保有していない。 

なお，異議申立人は，処分庁が原処分における行政文書開示決定通知

書においてＰＤＦファイル形式の電磁的記録を特定したかのように述べ

るが，法その他の関係法令において，特定した電磁的記録の形式まで明

示しなければならないことを義務付けるような趣旨の規定はないことか

ら，原処分においては「ＰＤＦファイル形式」と電磁的記録の形式は明

示していない。 

（２）異議申立人は，「本件開示決定通知からは不明である」として，本件

対象文書の履歴情報についても特定するよう求めるとともに，「平成２
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４年４月４日付け防官文第４６３９号で示すような「本件対象文書の内

容と関わりのない情報」との処分庁の勝手な判断は，法に反する」とし

て，「本件対象文書の内容と関わりのない情報」についても特定し，開

示・不開示を判断するよう求めるが，本件対象文書の履歴情報やプロパ

ティ情報等については，いずれも防衛省において業務上必要なものとし

て利用又は保存されている状態になく，法２条２項の行政文書に該当し

ないため，本件開示請求に対して特定し，開示・不開示の判断を行う必

要はない。 

（３）異議申立人は，「本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複写

の交付が行われている場合，本件対象文書の内容が，交付された複写に

は欠落している可能性がある。」として，特定されたＰＤＦファイルが

本件対象文書の全ての内容を複写しているか確認を求めるが，本件異議

申立てが提起された時点においては，異議申立人は複写の交付を受けて

いない。 

（４）異議申立人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分につ

いては開示すべきである。」として，一部に対する不開示決定処分の取

消しを求めるが，原処分においては，本件対象文書の法５条該当性を十

分に検討した結果，その一部が上記２のとおり同条１号，３号及び６号

に該当することから当該部分を不開示としたものであり，その他の部分

については開示している。 

なお，本件対象文書の不開示部分については，本件対象文書を含む文

書が対象となった平成２６年度（行情）答申第５８０号（以下「先例答

申」という。）において，当該部分は法５条１号，３号及び６号柱書き

に該当すると認められるので，不開示としたことは妥当であるとの情報

公開・個人情報保護審査会の判断を得ている。 

（５）以上のことから，異議申立人の主張にはいずれも理由がなく，原処分

を維持することが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和元年１１月６日  諮問の受理 

   ② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同月２２日      審議 

   ④ 同年１２月２日    異議申立人から意見書を収受 

   ⑤ 令和２年９月７日   本件対象文書の見分及び審議 

⑥ 同月３０日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，別紙１に掲げる４５文書である。 
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異議申立人は，本件対象文書のＰＤＦ形式以外の電磁的記録の特定及び

不開示部分の開示を求めており，諮問庁は，本件対象文書の一部が法５条

１号，３号及び６号に該当するとして不開示とした原処分を妥当としてい

ることから，以下，本件対象文書の見分結果に基づき，本件対象文書の特

定の妥当性及び不開示情報該当性について検討する。 

 ２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

上記第３の３（４）の諮問庁の説明によれば，本件対象文書は，先例答

申に係る対象文書と同一とのことである。 

そこで，当審査会において見分したところ，本件対象文書は先例答申に

おける対象文書と同一であることが認められ，先例答申における対象文書

の特定と判断を異にすべき事情は認められず，これと同様の判断に至った。

その判断の理由は別紙２のとおりであり，その内容は先例答申と同一であ

る。 

３ 不開示情報該当性について 

（１）本件諮問に伴い，当審査会において改めて審議したところ，下記

（２）を除く不開示部分は，先例答申において諮問庁が不開示とすべき

としている部分と同一であることが認められ，先例答申の不開示情報該

当性の判断を変更すべき事情の変化も認められず，これと同一の判断に

至った。その判断の理由は別紙３のとおりであり，その内容は先例答申

と同一である。 

（２）当審査会において確認したところ，本件対象文書においてマスキング

されている部分の一部（文書４２の４５枚目及び４６枚目）について，

行政文書開示決定通知書では不開示とした部分として明示されていない

ことが認められた。 

その理由について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたと

ころ，行政文書開示決定通知書の「不開示とした部分」への記載漏れと

のことであった。 

しかしながら，原処分については，行政文書開示決定通知書に表示さ

れたとおりの内容で行われたと解すべきであり，上記部分は，原処分

（行政文書開示決定通知書）において開示された部分と認められるから，

本件異議申立ての対象外と解されるので，当審査会では，上記部分の不

開示情報該当性についての判断は行わない。 

 ４ 異議申立人のその他の主張について 

   異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

 ５ 付言 

本件は，異議申立てから諮問までに約３年７か月が経過しており，「簡

易迅速な手続」による処理とはいい難く，異議申立ての趣旨及び理由に照
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らしても，諮問を行うまでに長期間を要するものとは考え難い。 

諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における処

理につき，迅速かつ的確な対応が望まれる。 

６ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書を特定

し，その一部を法５条１号，３号及び６号に該当するとして不開示とした

決定については，防衛省において，本件対象文書及び先行開示文書の外に

開示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないの

で，本件対象文書を特定したことは妥当であり，不開示とされた部分は，

同条１号，３号及び６号柱書きに該当すると認められるので，不開示とし

たことは妥当であると判断した。 

（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 佐藤郁美，委員 中川丈久 
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別紙１（本件対象文書） 

 

文書１  平成工兵ジャーナル 掛橋 第１号 平成１８年５月８日（表紙及

び目次を除く。） 

文書２  平成工兵ジャーナル 掛橋 第２号 平成１８年５月８日 

文書３  平成工兵ジャーナル 掛橋 第３号 平成１８年８月２２日 

文書４  平成工兵ジャーナル 掛橋 第４号 平成１８年８月２２日 

文書５  平成工兵ジャーナル 掛橋 第５号 平成１８年９月６日 

文書６  平成工兵ジャーナル 掛橋 第６号 平成１８年１１月１３日 

文書７  平成工兵ジャーナル 掛橋 第７号 平成１８年１２月１日 

文書８  平成工兵ジャーナル 掛橋 第８号 平成１９年１月１５日 

文書９  平成工兵ジャーナル 掛橋 第９号 平成１９年２月１６日 

文書１０ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第１０号 平成１９年４月２０日 

文書１１ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第１１号 平成１９年５月２５日 

文書１２ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第１２号 平成１９年８月２１日 

文書１３ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第１３号 平成２０年１月１０日 

文書１４ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第１４号 平成２０年６月２０日 

文書１５ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第１５号 平成２０年７月３１日 

文書１６ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第１６号 平成２０年９月１日 

文書１７ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第１７号 平成２０年１２月１日 

文書１８ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第１８号 平成２１年４月２日 

文書１９ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第１９号 平成２１年８月３日 

文書２０ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第２０号 平成２１年９月１日 

文書２１ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第２１号 平成２１年９月１８日 

文書２２ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第２２号 平成２１年１０月２３日 

文書２３ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第２３号 平成２１年１２月７日 

文書２４ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第２４号 平成２１年１２月１０日 

文書２５ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第２５号 平成２２年３月５日 

文書２６ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第２６号 平成２２年４月１日 

文書２７ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第２７号 平成２２年６月９日 

文書２８ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第２８号 平成２２年６月２５日 

文書２９ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第２９号 平成２２年６月３０日 

文書３０ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第３０号 平成２２年６月３０日 

文書３１ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第３１号 平成２２年８月１日 

文書３２ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第３２号 平成２２年９月６日 

文書３３ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第３３号 平成２２年１２月１日 

文書３４ 平成工兵ジャーナル 掛橋 第３４号 平成２３年３月７日 

文書３５ 平成工兵ジャーナル 磨輝絆 創刊 平成２０年７月３１日 
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文書３６ 平成工兵ジャーナル 磨輝絆 第二巻 平成２０年１０月３１日 

文書３７ 平成工兵ジャーナル 磨輝絆 第３巻 平成２１年１月３０日 

文書３８ 平成工兵ジャーナル 磨輝絆 第４巻 平成２１年４月２４日 

文書３９ 平成工兵ジャーナル 磨輝絆 第５巻 平成２１年７月３１日 

文書４０ 平成工兵ジャーナル 磨輝絆 第６巻 平成２１年１０月３０日 

文書４１ 平成工兵ジャーナル 磨輝絆 第７巻 平成２２年１月２９日 

文書４２ 平成工兵ジャーナル 磨輝絆 第８巻 平成２２年４月２３日 

文書４３ 平成工兵ジャーナル 磨輝絆 第９巻 平成２２年７月３０日 

文書４４ 平成工兵ジャーナル 磨輝絆 第１０巻 平成２２年１１月５日 

文書４５ 平成工兵ジャーナル 磨輝絆 第１１巻 平成２３年１月３１日 
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別紙２（先例答申の「第５ 審査会の判断の理由」該当部分） 

 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件対象文書の特定について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認

させたところ，次のとおりであった。 

ア 本件対象文書は，陸上自衛隊施設学校（以下「施設学校」という。）

が保有しているＰＤＦ形式の電磁的記録であり，防衛省において，当該

ＰＤＦ形式以外に本件対象文書の電磁的記録は保有していない。 

イ 本件対象文書については，施設学校の担当者が施設学校の各部及び全

国施設科部隊から将来の施設科部隊の編成・運用，装備品等に関する事

項，訓練成果，国際貢献・災害派遣から得た教育事項等に係る情報を電

子メール等で収集し，これを校正・編集し，表紙等を添付して電磁的記

録を作成した上，紙媒体に印刷して原議とし，施設学校長の決裁を受け

た後，当該電磁的記録をＰＤＦ形式の電磁的記録に変換し保存した。 

ウ 施設学校は，上記イのＰＤＦ形式の電磁的記録について，陸上自衛隊

内の情報共有のため，部内イントラネット上の掲示板へ掲載している。 

本件開示請求を受け，掲示板へ掲載している上記のＰＤＦ形式の電磁

的記録を特定したものである。 

エ 施設学校の各部及び全国施設科部隊から電子メール等で収集した情報

及びそれを校正・編集した電磁的記録については，本件対象文書の完成

後は必要がないため廃棄した。 

（２）本件対象文書については，その作成方法及び利用方法を踏まえると，Ｐ

ＤＦ形式以外の電磁的記録は保有していない旨の諮問庁の上記（１）の説

明に特段不自然，不合理な点はなく，防衛省において本件対象文書以外に

本件請求文書に該当する文書（電磁的記録）を保有しているとは認められ

ない。 
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別紙３（先例答申の「第５ 審査会の判断の理由」該当部分） 

 

３ 不開示情報該当性について 

（１）法５条１号該当性について 

 ア 自衛隊員及び民間人の写真の顔部分 

 別表の番号１欄に掲げる不開示部分（文書４，文書２１（９０枚目な

いし９４枚目及び１２６枚目），文書３９（１２５枚目）及び文書４０

（８１枚目及び８９枚目）を除く。）のうち写真については，自衛隊員

及び民間人の写真の顔部分であることが認められる。 

当該部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，特定

の個人を識別することができるものに該当し，同号ただし書イないしハ

に該当する事情も認められない。 

さらに，当該部分は，個人識別部分に該当すると認められることから，

法６条２項による部分開示の余地はなく，法５条１号に該当し，不開示

とすることが妥当である。 

 イ 自衛隊員に関する個人情報 

別表の番号１欄に掲げる不開示部分（写真を除く。）には，自衛隊員

の経歴，趣味等が記載されている。 

当該部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，特定

の個人を識別することができるものに該当し，同号ただし書イないしハ

に該当する事情も認められない。 

さらに，当該部分は，個人識別部分である氏名が既に開示されている

ため，法６条２項による部分開示の余地はなく，法５条１号に該当し，

不開示とすることが妥当である。 

 ウ 民間人の氏名 

別表の番号２欄に掲げる不開示部分には，民間人の氏名が記載されて

いる。 

当該部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，特定

の個人を識別することができるものに該当し，同号ただし書イないしハ

に該当する事情も認められない。 

さらに，当該部分は，個人識別部分に該当すると認められることから，

法６条２項による部分開示の余地はなく，法５条１号に該当し，不開示

とすることが妥当である。 

（２）法５条３号該当性について 

ア 陸上自衛隊の組織編成，現員等に関する情報 

別表の番号３欄に掲げる不開示部分には，陸上自衛隊の組織編成，現

員等に関する情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，陸上自衛隊の態勢が推察さ
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れ，自衛隊の活動を阻害しようとする相手方をして，その対抗措置や弱

点をつくことを容易ならしめるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行

政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法

５条３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

イ 陸上自衛隊の装備品に関する情報 

別表の番号４欄に掲げる不開示部分には，陸上自衛隊の装備品に関す

る情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，陸上自衛隊の装備品の能力

が推察され，自衛隊の活動を阻害しようとする相手方をして，その弱点

をつくことを容易ならしめるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂

行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政

機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５

条３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

 ウ 陸上自衛隊の部隊運用等に関する情報 

別表の番号５欄に掲げる不開示部分には，陸上自衛隊の部隊運用等に

関する情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，陸上自衛隊の運用要領が推

察され，悪意を有する相手方がその対抗措置を講ずることが可能となる

など，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ，ひいて

は国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき

相当の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，不開示とす

ることが妥当である。 

 エ 陸上自衛隊の防衛，警備等に関する情報 

別表の番号６欄に掲げる不開示部分には，陸上自衛隊の防衛，警備等

に関する情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，陸上自衛隊の防衛警備態勢

等が推察され，悪意を有する相手方をして，その弱点をつくことを容易

ならしめるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさ

せ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認める

ことにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，

不開示とすることが妥当である。 

 オ 陸上自衛隊の施設構築等に関する情報 

別表の番号７欄に掲げる不開示部分には，陸上自衛隊の施設構築等に

関する情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，自衛隊の防護能力等が推察

され，敵意を有する相手方をして，その弱点をついた行動を採ることを

容易ならしめるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生



 13 

じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認

めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号に該当

し，不開示とすることが妥当である。 

 カ 陸上自衛隊の教育訓練等に関する情報 

別表の番号８欄に掲げる不開示部分には，陸上自衛隊の教育訓練等に

関する情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，陸上自衛隊の教育訓練の概

要，施設科職種に係る研究の内容等が明らかとなり，部隊の練度及び隊

員の能力，施設科職種に係る陸上自衛隊の関心事項等が推察され，悪意

を有する相手方をして，その対抗措置を講ずることを容易ならしめるな

ど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ，ひいては

国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相

当の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

 キ 米軍に関する情報 

別表の番号９欄に掲げる不開示部分には，米軍に関する情報が記載さ

れている。 

当該部分は，これを公にすることにより，米軍の組織，編成及び能力

が推察され，他国との信頼関係が損なわれるおそれがあると行政機関の

長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号

に該当し，不開示とすることが妥当である。 

 ク 電子地図に関する情報 

別表の番号１０欄に掲げる不開示部分には，陸自指揮システムにおけ

る電子地図に関する情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，陸上自衛隊の地理情報の収

集・分析・活用能力が推察され，敵意を有する相手方をして，その弱点

をつくことを容易ならしめるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂

行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政

機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５

条３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

 ケ 教訓センターに関する情報 

別表の番号１１欄に掲げる不開示部分及び文書３９（１２５枚目）の

不開示部分には，陸上自衛隊の教訓センターの概要及び教訓収集活動に

関する情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，陸上自衛隊の教訓の収集能

力，管理要領等が推察され，悪意を有する相手方がその対抗措置を採る

ことが可能となるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を

生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が



 14 

認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号に該

当し，同条１号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当

である。 

コ 自衛隊の部内選抜試験に関する情報 

別表の番号１２欄に掲げる不開示部分には，自衛隊の部内選抜試験に

関する情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，陸上自衛隊の隊員の能力が

推察され，悪意を有する相手方がその弱点をつくことが可能となるなど，

防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ，ひいては国の

安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の

理由があると認められるので，法５条３号に該当し，同条６号について

判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（３）法５条６号該当性について 

別表の番号１３欄に掲げる不開示部分には，陸上自衛隊研究本部及び施

設学校の電子メールアドレスが記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，いたずらや偽計等に使用され，

国の機関が必要とする際の緊急の連絡や部外との連絡に支障を来すなど，

国の機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるの

で，法５条６号柱書きに該当し，同条３号について判断するまでもなく，

不開示とすることが妥当である。 
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別表 

番号 不開示とした部分 不開示とした理由 

１ 文書２ ４枚目，５枚目及び８枚目のそれぞれ一

部 

個人に関する情報で

あり，特定の個人が

識別されることか

ら，法５条１号に該

当するため不開示と

した。 

文書４ １１枚目，１３枚目及び１５枚目のそれ

ぞれ一部 

文書５ ２１枚目及び２２枚目のそれぞれ一部 

文書１１ １１枚目，１４枚目，１５枚目，１８枚

目，４７枚目，５３枚目及び８６枚目の

それぞれ一部 

文書１３ ６枚目及び２６枚目のそれぞれ一部 

文書１４ １６枚目の一部 

文書２１ ７７枚目，９０枚目ないし９４枚目，１

１１枚目，１２６枚目及び１３９枚目の

それぞれ一部 

文書２２ ３８枚目，１１３枚目，１４４枚目及び

１４９枚目のそれぞれ一部 

文書２４ ２枚目ないし５枚目のそれぞれ一部 

文書２５ ３枚目ないし６枚目のそれぞれ一部 

文書２７ ７枚目の一部 

文書２８ ３枚目ないし６枚目のそれぞれ一部 

文書２９ ５枚目ないし９枚目のそれぞれ一部 

文書３２ ２枚目ないし５枚目のそれぞれ一部 

文書３３ ３枚目ないし８枚目のそれぞれ一部 

文書３４ ３枚目ないし７枚目のそれぞれ一部 

文書３５ ７枚目，９枚目，１３枚目，１４枚目，

１６枚目，２７枚目，３０枚目，３３

枚目，３６枚目，４９枚目，５４枚目，

５６枚目，５８枚目，６１枚目，６５枚

目，６６枚目，６８枚目，７７枚目，

７８枚目及び８０枚目のそれぞれ一部 

文書３６ ７枚目，１２枚目ないし１６枚目，１８

枚目，２３枚目，２４枚目，２６枚目，

２７枚目，３０枚目，４１枚目，４３

枚目，４５枚目，４７枚目，５１枚目，

１２１枚目，１３５枚目，１３９枚

目，１４０枚目，１４３枚目，１７５
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枚目，１７６枚目，１７８枚目ないし

１８１枚目及び１９２枚目のそれぞれ

一部 

文書３７ １１枚目，１４枚目ないし１９枚目，

２２枚目，６０枚目，６２枚目，６３枚

目，９２枚目，９４枚目，９８枚目，１

０２枚目，１０６枚目，１０８枚目，１

２０枚目，１３２枚目，１４１枚目，１

４４枚目，１６０枚目ないし１６２枚

目，１６８枚目ないし１７１枚目，２０

５枚目，２０６枚目及び２０８枚目の

それぞれ一部 

文書３８ ７枚目，１４枚目，１７枚目ないし１９

枚目，２２枚目，９９枚目，１０３枚

目，１２２枚目，１２３枚目，１３６

枚目，１４０枚目，１４１枚目，１４

３枚目，１４４枚目，１４９枚目，１５

３枚目，１５５枚目，１５６枚目，１５

８枚目，１６１枚目，１６７枚目，１

７９枚目ないし１８１枚目，１８７枚

目，１８８枚目，１９１枚目ないし１９

３枚目，１９５枚目，１９７枚目及び１

９８枚目のそれぞれ一部 

文書３９ ８枚目，１０枚目，１１枚目，１４枚

目，１８枚目，１９枚目，２１枚目，２

２枚目，２７枚目，３９枚目，４３枚

目，４５枚目ないし４７枚目，４９枚

目，６９枚目，７１枚目，８６枚目，９

０枚目，１００枚目，１０５枚目，１

０６枚目，１０８枚目ないし１１０枚

目，１１３枚目，１１４枚目，１１６

枚目及び１２５枚目のそれぞれ一部 

文書４０ ７枚目，１１枚目，１４枚目，１８枚目

ないし２２枚目，２６枚目，２８枚目，

４３枚目，４４枚目，４９枚目，５１枚

目，６５枚目，６７枚目，８１枚目，８

９枚目，１１１枚目，１１４枚目及び１
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１６枚目のそれぞれ一部 

文書４１ ５枚目，８枚目，１１枚目，１５枚目，

１７枚目，１８枚目，２１枚目，２２枚

目，８６枚目，８９枚目，９０枚目，９

８枚目，１０３枚目，１１３枚目，１

１４枚目及び１２０枚目ないし１２３枚

目のそれぞれ一部 

文書４２ ５枚目，９枚目，１３枚目，１８枚目，

２０枚目，２３枚目，２４枚目，２７枚

目，３０枚目，５１枚目，５５枚目ない

し５７枚目，５９枚目，１０６枚目な

いし１１０枚目及び１２０枚目のそれぞ

れ一部 

文書４３ ６枚目，９枚目，１２枚目，１５枚目，

１７枚目，１８枚目，２０枚目，３０枚

目，３４枚目，３７枚目，３９枚目，４

１枚目，４３枚目，６３枚目ないし６５

枚目，７６枚目，７８枚目，７９枚目，

８２枚目，８７枚目ないし９２枚目及び

９６枚目ないし９９枚目のそれぞれ一

部 

文書４４ ６枚目，１１枚目，１４枚目，１６枚

目ないし１８枚目，４２枚目ないし４

５枚目，７０枚目，７２枚目，７４枚目

ないし７７枚目及び１１３枚目のそれぞ

れ一部 

文書４５ ５枚目，９枚目，１３枚目，１６枚目，

１８枚目，２１枚目，２２枚目，４０枚

目，６１枚目，８０枚目，８３枚目，８

６枚目，８８枚目ないし９０枚目，９６

枚目，９８枚目，１０４枚目ないし１

０７枚目，１２９枚目及び１４１枚目の

それぞれ一部 

２ 文書３５ ２枚目，８５枚目，８６枚目及び９９

枚目のそれぞれ一部 

文書３６ ３枚目，１８３枚目，１８４枚目，１

９６枚目及び１９７枚目のそれぞれ一
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部 

文書３７ ２枚目，２３５枚目，２３７枚目，２

４７枚目及び２４８枚目のそれぞれ一

部 

文書３８ ２枚目，２００枚目，２０１枚目及び

２１６枚目ないし２１８枚目のそれぞ

れ一部 

文書３９ ３枚目，１３７枚目，１３８枚目及び

１４９枚目ないし１５２枚目のそれぞ

れ一部 

文書４０ ３枚目，１１８枚目，１１９枚目及び

１２９枚目ないし１３３枚目のそれぞ

れ一部 

文書４１ ２枚目，１２４枚目及び１２５枚目の

それぞれ一部 

文書４２ ２枚目，１１１枚目及び１１２枚目の

それぞれ一部 

文書４３ ２枚目，１００枚目及び１０１枚目の

それぞれ一部 

文書４４ ２枚目，７８枚目及び７９枚目のそれ

ぞれ一部 

文書４５ ２枚目，１０８枚目及び１０９枚目の

それぞれ一部 

３ 文書２ ３枚目，６枚目及び７枚目のそれぞれ一

部 

自衛隊の組織編成・

現員等に関する情報

であり，これを公に

することにより，自

衛隊の態勢が推察さ

れ，自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障

を及ぼし，ひいては

我が国の安全が害さ

れるおそれがあるこ

とから，法５条３号

に該当するため不開

示とした。 

文書４ ５枚目の一部 

文書５ １４枚目の一部 

文書１１ ２枚目，３枚目，２０枚目ないし２５

枚目，３７枚目，４１枚目，４３枚目な

いし４５枚目，５７枚目ないし６２枚

目，６４枚目，７９枚目，８１枚目な

いし８８枚目，９１枚目，９２枚目及び

９４枚目ないし９９枚目のそれぞれ一部 

文書１３ ３枚目ないし７枚目，２３枚目及び２

５枚目のそれぞれ一部 

文書１４ ３５枚目の一部 

文書２２ ５４枚目，８９枚目，９９枚目及び１０
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８枚目のそれぞれ一部 

文書３５ ８０枚目及び９８枚目のそれぞれ一部 

文書３６ ４３枚目，１３９枚目，１４０枚目及び

１９４枚目のそれぞれ一部 

文書３７ ４６枚目，２０８枚目及び２４５枚目

のそれぞれ一部 

文書３８ ７枚目，６１枚目ないし６７枚目，７５

枚目，７８枚目，１９７枚目，１９８枚

目及び２１４枚目のそれぞれ一部 

文書３９ ７３枚目ないし７５枚目，８１枚目，

９９枚目及び１４７枚目のそれぞれ一部 

文書４０ ９枚目，１１６枚目及び１２７枚目の

それぞれ一部 

文書４１ ６枚目，１１枚目，５８枚目，１１２

枚目，１１９枚目及び１２３枚目のそ

れぞれ一部 

文書４２ １００枚目，１０４枚目，１０５枚

目，１０９枚目及び１１０枚目のそ

れぞれ一部 

文書４３ ９８枚目及び９９枚目のそれぞれ一

部 

文書４４ ７６枚目の一部 

文書４５ １３枚目，１４枚目，６４枚目ないし６

６枚目及び１０６枚目のそれぞれ一部 

文書３９ ７６枚目の一部 自衛隊の部隊改編に

関する情報であり，

これを公にすること

により，部隊の規

模，任務等が推察さ

れ，自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障

を及ぼし，ひいては

我が国の安全が害さ

れるおそれがあるこ

とから，法５条３号

に該当するため不開

示とした。 
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４ 文書４ １２枚目及び１７枚目のそれぞれ一部 自衛隊の装備品に関

する情報であり，こ

れを公にすることに

より，部隊の運用能

力が推察され，自衛

隊の任務の効果的な

遂行に支障を及ぼ

し，ひいては我が国

の安全が害されるお

それがあることか

ら，法５条３号に該

当するため不開示と

した。 

文書５ １９枚目及び２０枚目のそれぞれ一部 

文書１１ ２６枚目の一部 

文書２２ ２１枚目ないし２５枚目，２９枚目，３

０枚目，３９枚目，４４枚目，６５枚

目，１４５枚目及び１４６枚目のそれぞ

れ一部 

文書３６ １１６枚目ないし１１９枚目のそれぞれ

一部 

文書３７ ４７枚目ないし５０枚目のそれぞれ一部 

文書４０ ５５枚目及び５６枚目のそれぞれ一部 

文書４３ ８２枚目の一部 

文書２１ ２６枚目ないし３３枚目，４４枚目，４

５枚目，７６枚目及び７７枚目のそれぞ

れ一部 

自衛隊の主要装備に

関する情報であり，

これを公にすること

により，部隊の運用

能力が推察され，自

衛隊の任務の効果的

な遂行に支障を及ぼ

し，ひいては我が国

の安全が害されるお

それがあることか

ら，法５条３号に該

当するため不開示と

した。 

５ 文書４ ９枚目，１１枚目，１３枚目ないし１６

枚目，１８枚目，２０枚目，２２枚目及

び２３枚目のそれぞれ一部 

自衛隊の部隊運用に

関する情報であり，

これを公にすること

により，隊員及び部

隊の運用要領，能力

等が推察され，自衛

隊の任務の効果的な

遂行に支障を及ぼ

し，ひいては我が国

の安全が害されるお

それがあることか

文書２１ １６枚目，１７枚目，１９枚目ないし２

５枚目，３４枚目，３５枚目，３７枚目

ないし４０枚目，４２枚目ないし４４枚

目，４６枚目ないし５５枚目，６１枚目

ないし６４枚目，６６枚目，８２枚目，

８５枚目，８６枚目，８８枚目ないし９

４枚目，９６枚目，９８枚目，９９枚

目，１０１枚目，１０３枚目，１０６
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枚目，１０８枚目，１０９枚目，１１

９枚目，１２０枚目，１２２枚目ないし

１３１枚目，１３３枚目，１３５枚目

及び１３８枚目ないし１４０枚目の一部 

ら，法５条３号に該

当するため不開示と

した。 

文書３７ １６５枚目の一部 

６ 文書３９ ９枚目の一部 自衛隊の防衛，警

備等に関する情報

であり，これを公

に す る こ と に よ

り ， 防 衛 警 備 計

画，部隊運用等が

推察され，自衛隊の

任務の効果的な遂行

に支障を及ぼし，ひ

いては我が国の安全

が害されるおそれが

あることから，法５

条３号に該当するた

め不開示とした。 

文書４５ １０３枚目の一部 

７ 文書４ １９枚目の一部 自衛隊の陣地構築施

設等に関する情報で

あり，これを公にす

ることにより，構築

物の構造，設計，機

能，防護能力等が推

察され，自衛隊の任

務の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひい

ては我が国の安全が

害されるおそれがあ

ることから，法５条

３号に該当するため

不開示とした。 

文書２２ ５６枚目，５７枚目，６２枚目，６３

枚目，６６枚目，６８枚目，８７枚

目，１０１枚目ないし１０６枚目，１

１７枚目，１３３枚目，１３４枚目及

び１５１枚目のそれぞれ一部 

文書３０ １６枚目ないし１８枚目，２３枚目ない

し２６枚目，２８枚目，３２枚目ないし

４７枚目，５３枚目ないし５５枚目，５

８枚目ないし６０枚目，６２枚目，６

４枚目及び６５枚目のそれぞれ一部 

文書４３ ７４枚目，７５枚目，７７枚目，８０

枚目及び９２枚目のそれぞれ一部 

文書４４ ４９枚目ないし６５枚目のそれぞれ一部 

文書１３ ８枚目，１９枚目，２１枚目，２４枚目

及び３９枚目のそれぞれ一部 

自衛隊の建設技術に

関する情報であり，

これを公にすること

により，部隊の建設
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技術能力が推察さ

れ，自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障

を及ぼし，ひいては

我が国の安全が害さ

れるおそれがあるこ

とから，法５条３号

に該当するため不開

示とした。 

文書１３ ２７枚目ないし３３枚目の全て 自衛隊の構築施設等

に関する情報であ

り，これを公にする

ことにより，構築物

の構造，設計，機

能，防護能力等が推

察され，自衛隊の任

務の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひい

ては我が国の安全が

害されるおそれがあ

ることから，法５条

３号に該当するため

不開示とした。 

文書３６ １２２枚目及び１２４枚目ないし１２

６枚目のそれぞれ一部 

自衛隊の施設の構

造，性能，強度又は

配置に関する情報で

あり，これを公にす

ることにより，当該

施設の能力等が推察

され，自衛隊の任務

の効果的な遂行に支

障を及ぼし，ひいて

は我が国の安全が害

されるおそれがある

ことから，法５条３

号に該当するため不

開示とした。 

文書４１ ５０枚目ないし５３枚目，６０枚目ない

し６９枚目，７２枚目，７５枚目ない

し７８枚目，８２枚目，９１枚目，９

４枚目及び１０５枚目ないし１０７枚目

のそれぞれ一部並びに７０枚目，７１枚

目，７３枚目及び７４枚目の全て 
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８ 文書１ ３枚目及び４枚目のそれぞれ一部 自衛隊の教育訓練

（主要訓練）に関

する情報であり，

これを公にするこ

とにより，隊員及

び部隊の能力及び

訓練練度が推察さ

れ，自衛隊の任務

の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひ

いては我が国の安

全が害されるおそ

れ が あ る こ と か

ら，法５条３号に

該当するため不開

示とした。 

文書５ １４枚目，１７枚目及び１８枚目の

それぞれ一部 

自衛隊の教育訓練に

関する情報であり，

これを公にするこ

とにより，隊員及

び部隊の能力及び

練度が推察され，

自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障

を及ぼし，ひいて

は我が国の安全が

害されるおそれが

あることから，法

５条３号に該当す

るため不開示とし

た。 

文書８ ３枚目ないし６枚目のそれぞれ一部 

文書１１ ２７枚目ないし２９枚目，３５枚目，３

７枚目ないし４０枚目，４３枚目，５６

枚目，５７枚目，６３枚目ないし６５枚

目，７１枚目，７４枚目，７６枚目，８

０枚目，８４枚目，８５枚目，８７枚

目，９３枚目，９４枚目，９６枚目及び

９７枚目のそれぞれ一部 

文書１３ ５枚目，１４枚目，１５枚目，２３

枚目及び３９枚目のそれぞれ一部 

文書１４ ５枚目及び７枚目のそれぞれ一部 

文書２２ ７枚目，８枚目，１０枚目，１６枚目な

いし２０枚目，２６枚目，２７枚目，３

２枚目ないし３５枚目，４０枚目，４１

枚目，４７枚目，４８枚目，５１枚目な

いし５５枚目，５８枚目ないし６１枚

目，６４枚目，６５枚目，６７枚目，６

９枚目ないし７４枚目，７７枚目，８０

枚目ないし８５枚目，８９枚目，９４
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枚目ないし９７枚目，９９枚目，１０７

枚目，１０８枚目，１１９枚目，１２

８枚目ないし１３１枚目，１３５枚

目，１３６枚目，１３９枚目，１４０

枚目，１４６枚目ないし１４８枚目，１

５２枚目，１５８枚目及び１５９枚目の

それぞれ一部 

文書２９ １３枚目の一部 

文書３５ １４枚目，１６枚目，４９枚目及び８３

枚目のそれぞれ一部 

文書４１ １９枚目，２０枚目，２２枚目ないし２

９枚目及び８０枚目のそれぞれ一部 

文書６ ３枚目ないし９枚目のそれぞれ一部 自衛隊の教育訓練

（ 爆 破 に よ る 検

証）に関する情報

であり，これを公

に す る こ と に よ

り，隊員及び部隊

の能力及び練度が

推察され，自衛隊

の任務の効果的な

遂行に支障を及ぼ

し，ひいては我が

国の安全が害され

るおそれがあるこ

とから，法５条３

号に該当するため

不開示とした。 

文書７ ３枚目ないし１１枚目及び１３枚目

ないし１５枚目のそれぞれ一部並び

に１２枚目の全て 

文書９ ４枚目，８枚目，９枚目，１１枚目

ないし１５枚目，１７枚目，２０枚

目ないし２２枚目，２４枚目ないし

２６枚目，２８枚目ないし３０枚目

及び３３枚目ないし５６枚目のそれ

ぞれ一部並びに５枚目ないし７枚

目，１０枚目，１６枚目，２３枚目

及び３１枚目の全て 

文書１４ ６枚目，７枚目，２１枚目ないし３１枚

目，３３枚目及び３４枚目のそれぞれ一

部 

自衛隊の整備作業に

関する情報（作業工

程及び設計）であ

り，これを公にする

ことにより，部隊の

整備能力が推察さ

れ，自衛隊の任務の

効果的な遂行に支

障を及ぼし，ひい
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ては我が国の安全

が害されるおそれ

があることから，

法５条３号に該当

するため不開示と

した。 

文書２１ ５３枚目ないし５５枚目，５９枚目及び

６０枚目のそれぞれ一部 

自衛隊の訓練練度に

関する情報であり，

これを公にすること

により，隊員及び部

隊の能力が推察さ

れ，自衛隊の任務の

効果的な遂行に支

障を及ぼし，ひい

ては我が国の安全

が害されるおそれ

があることから，

法５条３号に該当

するため不開示と

した。 

文書３５ ９枚目，６４枚目及び６５枚目のそれぞ

れ一部 

文書４２ ５８枚目及び８９枚目ないし９４枚目

のそれぞれ一部 

文書４３ ８４枚目及び９５枚目のそれぞれ一部 

文書４４ ７０枚目及び７６枚目のそれぞれ一部 

文書３５ ４５枚目ないし４８枚目のそれぞれ一

部 

自衛隊の教育訓練研

究に関する情報であ

り，これを公にする

ことにより，隊員及

び部隊の能力，行

動，運用要領が推察

され，自衛隊の任務

の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひ

いては我が国の安

全が害されるおそ

れ が あ る こ と か

ら，法５条３号に

該当するため不開

示とした。 

文書３８ ３８枚目ないし７８枚目のそれぞれ一部 

文書３９ ５８枚目ないし６１枚目及び６３枚目な

いし６５枚目のそれぞれ一部 

文書４２ ３５枚目，３６枚目，４２枚目，４４

枚目及び４７枚目のそれぞれ一部並びに

４３枚目，４８枚目及び４９枚目の全て 

文書４３ ５２枚目ないし６１枚目のそれぞれ一

部 

文書４４ ３５枚目ないし３７枚目，３９枚目及び

４０枚目のそれぞれ一部 

文書４５ ４３枚目ないし４８枚目及び５０枚目な

いし６０枚目のそれぞれ一部 

文書３６ ２４枚目，３０枚目，１４０枚目，１

５０枚目及び１８７枚目のそれぞれ一

自衛隊の教育訓練

（ 課 程 教 育 を 含
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部 む。）に関する情

報であり，これを

公にすることによ

り，隊員及び部隊

の能力及び練度が

推察され，自衛隊

の任務の効果的な

遂行に支障を及ぼ

し，ひいては我が

国の安全が害され

るおそれがあるこ

とから，法５条３

号に該当するため

不開示とした。 

文書３７ １６枚目，１８枚目，１９枚目，２１

枚目，４４枚目，５４枚目ないし５７枚

目，５９枚目，６２枚目，１１６枚目，

１１７枚目，１２３枚目，１２７枚目

ないし１３１枚目，１３５枚目，１３

７枚目ないし１４０枚目，１４２枚目

ないし１４４枚目，１４８枚目，１５

０枚目ないし１５３枚目，１５５枚目

ないし１５７枚目，１６５枚目及び２

４０枚目のそれぞれ一部 

文書３８ ２１枚目，１１５枚目，１２６枚目，１

２８枚目，１３２枚目ないし１３５枚

目，１４６枚目，１４７枚目，１５９枚

目，１７１枚目，１７３枚目，１９１枚

目，１９２枚目及び２０５枚目のそれ

ぞれ一部 

文書３９ ９枚目，２２枚目，２５枚目，２６枚

目，７７枚目ないし８２枚目，９２枚目

ないし９４枚目，９７枚目，１０３枚目

及び１０４枚目のそれぞれ一部 

文書４０ １９枚目，２２枚目，２５枚目，２６枚

目，５１枚目及び１１０枚目のそれぞれ

一部 

文書４２ ２０枚目ないし２２枚目，５１枚目な

いし５４枚目，６６枚目ないし７７枚

目及び７９枚目ないし８２枚目のそれ

ぞれ一部並びに８３枚目及び８４枚目の

全て 

文書４３ １８枚目，１９枚目及び９１枚目のそれ

ぞれ一部 

文書４４ １５枚目，１６枚目，１８枚目，１９

枚目，７１枚目及び７３枚目のそれぞれ

一部 

文書４５ ２０枚目及び２１枚目のそれぞれ一部 

文書３６ ７７枚目，８０枚目，８２枚目ないし８

５枚目，９６枚目，１００枚目，１０

自衛隊の教育訓練に

おける作戦法に関す
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４枚目，１０５枚目及び１１２枚目ない

し１１５枚目のそれぞれ一部 

る情報であり，これ

をすることにより，

自衛隊の運用要領，

能力等が推察され，

自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障

を及ぼし，ひいて

は我が国の安全が

害されるおそれが

あることから，法

５条３号に該当す

るため不開示とし

た。 

文書３６ １４６枚目ないし１７３枚目のそれぞれ

一部 

航空自衛隊との共同

訓練及び研究成果に

関する情報であり，

これを公にすること

により，隊員及び部

隊の運用，能力，特

に防護力が推察さ

れ，自衛隊の任務の

効果的な遂行に支

障を及ぼし，ひい

ては我が国の安全

が害されるおそれ

があることから，

法５条３号に該当

するため不開示と

した。 

文書３７ １７８枚目，１７９枚目，１８１枚目

ないし１８３枚目，１９０枚目ないし１

９６枚目及び１９８枚目ないし２０３枚

目のそれぞれ一部並びに１８０枚目の全

て 

自衛隊の将来の戦い

方における部隊実験

成果等に関する情報

であり，これを公に

することにより，対

抗策等が推察され，

自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障
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を及ぼし，ひいて

は我が国の安全が

害されるおそれが

あることから，法

５条３号に該当す

るため不開示とし

た。 

文書３９ １０５枚目の一部 日米共同訓練に関す

る情報であり，これ

を公にすることによ

り，同訓練の内容，

部隊の規模等が推察

され，自衛隊の任務

の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひ

いては我が国の安

全が害されるおそ

れ が あ る こ と か

ら，法５条３号に

該当するため不開

示とした。 

文書４１ ６枚目の一部 

文書４０ ７２枚目，７４枚目，７６枚目ないし８

９枚目，９１枚目及び９７枚目のそれぞ

れ一部並びに９２枚目ないし９６枚目

の全て 

自衛隊の教育訓練研

究（離島における戦

い方）に関する情報

であり，これを公に

することにより，隊

員及び部隊の能力，

行動，運用要領が推

察され，自衛隊の任

務の効果的な遂行

に支障を及ぼし，

ひいては我が国の

安全が害されるお

それがあることか

ら，法５条３号に

該当するため不開

示とした。 
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９ 文書３５ ５０枚目及び５１枚目のそれぞれ一部 米軍の組織，編成及

び能力に関する情報

であり，これを公に

することにより，我

が国と米国の信頼関

係が損なわれるおそ

れがあることから，

法５条３号に該当す

るため不開示とし

た。 

１０ 文書３７ ２１３枚目ないし２２１枚目，２２５枚

目ないし２２９枚目及び２３３枚目の

それぞれ一部並びに２３０枚目ないし

２３２枚目の全て 

陸自指揮システム適

用業務地誌データ・

陣形解析に関する情

報であり，これを公

にすることにより，

地誌能力が推察さ

れ，自衛隊の任務の

効果的な遂行に支

障を及ぼし，ひい

ては我が国の安全

が害されるおそれ

があることから，

法５条３号に該当

するため不開示と

した。 

１１ 文書３９ １１９枚目，１２３枚目，１２４枚目，

１２８枚目及び１２９枚目のそれぞれ一

部 

陸上自衛隊教訓セン

ターの概要に関する

情報であり，これを

公にすることによ

り，自衛隊の教訓収

集の能力及び管理要

領等が推察され，自

衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を

及ぼし，ひいては

我が国の安全が害

されるおそれがあ
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ることから，法５

条３号に該当する

た め 不 開 示 と し

た。 

１２ 文書３７ ３２枚目ないし３８枚目のそれぞれ一部 自衛隊の部内選抜試

験に関する情報であ

り，これを公にする

ことにより，正確な

事実の把握を困難に

するおそれ又は違法

若しくは不当な行為

により，事務の適正

な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあること

から，法５条６号に

該当するため不開示

とした。 

文書４１ ３８枚目及び４４枚目のそれぞれ一部並

びに３９枚目ないし４３枚目の全て 

文書４５ ３３枚目及び３９枚目のそれぞれ一部並

びに３４枚目ないし３８枚目の全て 

１３ 文書４１ ４８枚目の一部 陸自指揮システムの

部内系電子メールア

ドレスに関する情報

であり，同アドレス

にアカウント名が防

衛省の部外系ネット

ワークで使用されて

いるものであること
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文書４５ ６０枚目の一部 から，これを公にす

ることにより，部外

者による虚偽又は大

量の情報が送信さ

れ，その結果，情報

の信頼性を喪失し，

事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれ

があるとともに，コ

ンピューターウィル

スの感染によりネッ

トワーク障害が発生

し，自衛隊の任務の

効果的な遂行に支障

を及ぼし，ひいては

我が国の安全が害

されるおそれがあ

ることから，法５

条３号及び６号に

該当するため不開

示とした。 

 

 


